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専
決
処
分

●
奥
尻
町
い
じ
め
防
止
対
策
委

員
会
及
び
奥
尻
町
い
じ
め
調
査

委
員
会
条
例
の
制
定

　

い
じ
め
が
発
生
し
た
際
の
第

三
者
委
員
会
を
設
置
で
き
る
よ

う
に
す
る
た
め
本
条
例
を
制
定

し
ま
し
た
。　

●
委
員
会
の
委
員
等
の
報
酬
及

び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

い
じ
め
が
発
生
し
た
際
の
第

三
者
委
員
会
の
委
員
に
対
す
る

報
酬
の
額
を
規
定
す
る
た
め
、

本
条
例
を
制
定
し
ま
し
た
。

●
令
和
４
年
度
奥
尻
町
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
７
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ

れ
ぞ
れ
２
７
０
６
万
５
千
円
を

追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
総
額

を
54
億
４
７
９
１
万
１
千
円
と

し
ま
し
た
。

　

物
価
、
賃
金
、
生
活
総
合
対

策
と
し
て
電
力
、
ガ
ス
、
食
料

品
等
の
物
価
高
騰
に
よ
る
負
担

増
を
踏
ま
え
、
住
民
税
非
課
税

世
帯
等
に
対
し
て
１
世
帯
あ
た

り
５
万
円
の
臨
時
特
別
給
付
金

の
支
給
に
つ
い
て
閣
議
決
定
さ

れ
た
こ
と
に
よ
る
予
算
措
置
と

な
り
ま
す
。

補
正
予
算

（
一
般
会
計
）

●
令
和
４
年
度
奥
尻
町
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
８
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ

れ
ぞ
れ
５
８
５
３
万
７
千
円
を

追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
総
額

を
55
億
６
４
４
万
８
千
円
と
し

ま
し
た
。

　

補
正
内
容
及
び
補
正
額
は
次

の
と
お
り
で
す
。

〔
歳
入
〕

国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村

助
成
交
付
金

１
２
９
万
６
千
円

分
担
金
及
び
負
担
金

１
万
１
千
円

国
庫
支
出
金２

１
８
８
万
５
千
円

道
支
出
金　

５
５
１
万
５
千
円

繰
入
金     　

 

△
９
０
０
万
円

諸
収
入　
　
　
　

７
８
３
万
円

町
債　
　
　
　

３
１
０
０
万
円

〔
歳
出
〕

総
務
費  

３
８
６
５
万
２
千
円

民
生
費　
　

４
５
３
万
５
千
円

衛
生
費　
　
　
　

７
５
１
万
円

農
林
水
産
業
費 ２

７
３
万
１
千
円

商
工
費　
　

１
１
１
万
２
千
円

土
木
費　

△
４
２
８
万
７
千
円

消
防
費　
　
　

△
５
０
４
万
円

教
育
費　

１
４
５
９
万
１
千
円　
　

公
債
費　

△
３
２
３
万
７
千
円

諸
支
出
金

１
３
８
万
５
千
円

災
害
復
旧
費　
　

58
万
５
千
円

補
正
予
算

（
特
別
会
計
）

第 4 回奥尻町議会定例会第 4 回奥尻町議会定例会

　令和４年１２月６日に開会された「第４回奥尻町議会定例会」で次の事項
について審議し、いずれも原案どおり可決されました。
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●
令
和
４
年
度
バ
ス
交
通
事
業

特
別
会
計
補
正
予
算（
第
２
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ

れ
ぞ
れ
１
億
７
５
６
４
万
２
千

円
を
減
額
し
、
歳
入
歳
出
予
算

総
額
を
６
１
０
４
万
円
と
し
ま

し
た
。

●
令
和
４
年
度
奥
尻
町
自
動
車

整
備
工
場
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
１
号
）　

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ

れ
ぞ
れ
３
６
１
万
６
千
円
を
追

加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
総
額
を

１
億
１
１
９
０
万
４
千
円
と
し

ま
し
た
。

●
令
和
４
年
度
奥
尻
町
あ
わ
び

種
苗
育
成
セ
ン
タ
ー
事
業
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ

れ
ぞ
れ
４
４
３
万
１
千
円
を
減

額
し
、
歳
入
歳
出
予
算
総
額
を

３
８
７
４
万
５
千
円
と
し
ま
し

た
。

●
令
和
４
年
度
奥
尻
町
国
民
健

康
保
険
事
業
勘
定
特
別
会
計
補

正
予
算
（
第
３
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ

れ
ぞ
れ
28
万
８
千
円
を
追
加
し
、

歳
入
歳
出
予
算
総
額
を
３
億
８

５
９
０
万
３
千
円
と
し
ま
し
た
。

●
令
和
４
年
度
奥
尻
町
介
護
保

険
事
業
勘
定
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
２
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ

れ
ぞ
れ
７
５
３
万
９
千
円
を
減

額
し
、
歳
入
歳
出
予
算
総
額
を

２
億
８
３
８
６
万
９
千
円
と
し

ま
し
た
。

●
令
和
４
年
度
奥
尻
町
介
護
保

険
サ
ー
ビ
ス
事
業
勘
定
特
別
会

計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ

れ
ぞ
れ
16
万
円
を
追
加
し
、
歳

入
歳
出
予
算
総
額
を
１
９
７
３

万
４
千
円
と
し
ま
し
た
。

　
●
令
和
４
年
度
奥
尻
町
簡
易
水

道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
３
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ

れ
ぞ
れ
１
６
０
万
７
千
円
を
追

加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
総
額
を

８
４
２
１
万
２
千
円
と
し
ま
し

た
。

●
令
和
４
年
度
奥
尻
港
湾
施
設

用
地
造
成
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
２
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ

れ
ぞ
れ
76
万
１
千
円
を
減
額
し
、

歳
入
歳
出
予
算
総
額
を
１
２
８

３
万
９
千
円
と
し
ま
し
た
。

●
令
和
４
年
度
奥
尻
町
公
共
下

水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）　

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ

れ
ぞ
れ
92
万
５
千
円
を
追
加
し
、

歳
入
歳
出
予
算
総
額
を
２
億
２

１
０
２
万
７
千
円
と
し
ま
し
た
。

●
令
和
４
年
度
奥
尻
町
漁
業
集

落
排
水
事
業
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
１
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ

れ
ぞ
れ
１
５
０
万
８
千
円
を
追

加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
総
額
を

1
億
２
３
９
４
万
６
千
円
と
し

ま
し
た

●
令
和
４
年
度
奥
尻
町
国
民
健

康
保
険
病
院
事
業
会
計
補
正
予

算
（
第
３
号
）

　

収
益
的
収
入
に
４
２
０
５
万

９
千
円
を
追
加
し
、
総
額
６
億

５
１
０
４
万
８
千
円
と
し
、
収

益
的
支
出
に
１
７
６
８
万
９
千

円
を
減
額
し
、
総
額
７
億
８
９

３
８
万
７
千
円
と
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
資
本
的
収
入
に
18
万

６
千
円
を
減
額
し
、
総
額
を
８

３
５
５
万
９
千
円
と
し
、
資
本

的
支
出
に
62
万
８
千
円
を
追
加

し
、
総
額
を
９
４
６
４
万
２
千

円
と
し
ま
し
た
。

条
　
　

例

●
議
会
の
議
員
の
議
員
報
酬
及

び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

特
別
職
報
酬
等
審
議
会
の
答

申
に
基
づ
き
議
会
議
員
の
報
酬

を
改
正
す
る
た
め
、
本
条
例
の

一
部
を
改
正
し
ま
し
た
。

●
議
会
の
議
員
の
期
末
手
当
支

給
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

　

特
別
職
報
酬
等
審
議
会
の
答

申
に
基
づ
き
議
会
議
員
の
期
末

手
当
の
率
を
改
定
す
る
た
め
、

本
条
例
の
一
部
を
改
正
し
ま
し

た
。

●
委
員
会
の
委
員
等
の
報
酬
及

び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

監
査
委
員
及
び
教
育
委
員
に

つ
い
て
、
檜
山
管
内
同
委
員
と

の
均
衡
と
実
働
日
数
を
考
慮
し
、

報
酬
額
を
引
き
上
げ
る
た
め
本

条
例
の
一
部
を
改
正
し
ま
し
た
。

●
町
長
等
の
給
与
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

人
事
院
勧
告
に
基
づ
く
職
員

の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
改
正

に
伴
い
、
特
別
職
の
期
末
手
当
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を
一
般
職
と
同
率
の
支
給
率
と

す
る
た
め
、
並
び
に
特
別
職
報

酬
等
審
議
会
の
答
申
に
基
づ
き

給
料
の
改
定
を
行
う
た
め
、
本

条
例
を
改
正
し
ま
し
た
。

●
医
師
の
給
与
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

人
事
院
勧
告
に
基
づ
く
職
員

の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
改
正

に
伴
い
、
医
師
の
勤
勉
手
当
を

一
般
職
と
同
率
の
支
給
率
と
す

る
た
め
、
本
条
例
の
一
部
を
改

正
し
ま
し
た
。

●
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

人
事
院
給
与
勧
告
に
基
づ
く

国
家
公
務
員
の
給
与
改
定
に
準

じ
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
し

ま
し
た
。

●
地
方
公
務
員
法
の
一
部
改
正

に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関

す
る
条
例

　

職
員
の
定
年
延
長
等
を
想
定

し
た
、
地
方
公
務
員
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
が
令
和
５
年

４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ

と
に
伴
い
、
関
係
条
例
の
一
部

を
改
正
し
ま
し
た
。

●
奥
尻
町
営
住
宅
の
設
置
及
び

管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　

入
居
者
資
格
の
収
入
金
額
を

条
例
に
よ
り
明
記
が
必
要
な
た

め
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
し

ま
し
た
。

●
奥
尻
町
特
定
公
共
賃
貸
住
宅

管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

　

特
定
優
良
賃
貸
住
宅
の
供
給

の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
の
改
正
に
伴
い
、
本
条
例
の

一
部
を
改
正
し
ま
し
た
。　
　

●
奥
尻
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
運
営
協
議
会
設
置
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

介
護
保
険
法
第
78
条
の
２
第

７
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
密

着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

時
に
、
関
係
者
の
意
見
を
反
映

さ
せ
る
た
め
、
本
条
例
の
一
部

を
改
正
し
ま
し
た
。

●
奥
尻
町
過
疎
地
域
持
続
的
発

展
計
画
の
変
更
に
つ
い
て

　

令
和
３
年
度
か
ら
令
和
７
年

度
に
お
け
る
奥
尻
町
過
疎
地
域

持
続
的
発
展
計
画
の
事
業
を
変

更
す
る
た
め
、
議
決
し
ま
し
た
。

そ

の

他

●
奥
尻
町
ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
シ
テ

ィ
宣
言

　

町
で
は
こ
れ
ま
で
再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
を
推
進
す

る
な
ど
、
低
炭
素
の
地
域
づ
く

り
の
実
現
を
目
指
し
て
き
ま
し

た
が
、
政
府
に
お
い
て
２
０
５

０
年
ま
で
に
脱
炭
素
社
会
の
実

現
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
も
あ

り
、
よ
り
一
層
温
暖
化
対
策
に

取
り
組
む
た
め
、
本
会
議
で
の

全
審
議
が
終
了
し
た
後
、
町
長

よ
り
宣
言
さ
れ
ま
し
た
。

　

宣
言
全
文
は
左
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー

ド
か
ら
閲
覧
で
き
ま
す
（
町
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
ア
ク
セ
ス
し
ま

す
）
。議

会
運
営
委
員
会

（
11
月
30
日
）

　

12
月
6
日
に
開
会
す
る
第
４

回
定
例
会
の
議
事
運
営
に
つ
い

て
審
議
し
、
会
期
は
、
１
日
間

と
す
る
こ
と
等
を
決
め
ま
し
た
。

お　願　い
　議長宛の文書や案内状などは、議長の公務日程上の調整をする必要がありますので、議長の
私宅に送付しないで、直接、議会事務局に差出人等を明記のうえ、送付してください。
　なお、期日、期限等があるものについては、早めにお願いします。

◇送付先　奥尻町字奥尻 808 番地　　奥尻町議会議長　宛


